
転居に関連するおもな⼿続き ※税・社会保障関係の⼿続きでは、マイナンバーカード等の提⽰が必要となります

ー

市営住宅を退去される⽅ 市営住宅の退去⼿続き
市営住宅に同居される⽅ 市営住宅の同居⼿続き

同報無線の無償貸与を受けている⽅ 防災⾏政無線個別無線の変更

ゴミの出し⽅のご案内 ごみの出し⽅パンフレット

⽝を飼っている⽅ ⽝の登録

      「★」マークのある項⽬は、振興事務所でも受付しています。

⼿続き 必要なもの 該当 受付窓⼝ 受付済下記にあてはまる⽅は同⼀世帯にいらっしゃいますか？ ご⾃宅
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※該当のお⼿続きをご⾃⾝で確認してください。

マイナンバーカードをお持ちの⽅
（転居される⽅全員分） カードの住所変更 マイナンバーカード 

市⺠保健課 ★
(本庁舎1階)
☎ 0577-73-7464申請したマイナンバーカードを 受け取っていない⽅

カードが出来上がりましたら、
新住所あてにお知らせします 。

※新住所を追記します。
※新住所のみ記載したカードをご希望の場合は
再申請が必要です。

※再申請を希望する場合は受付窓⼝
 にてご相談ください

印鑑登録をしている⽅ 住所は⾃動的に変更になります ー ー ー

国⺠健康保険に加⼊している⽅ 国⺠健康保険証の交付 旧住所の国⺠健康保険証

市⺠保健課 ★
(本庁舎1階)
☎ 0577-73-7464

  →70歳から74歳までの⽅ ・・・・・・・・・ → 保険証兼⾼齢受給者証の交付 旧住所の国⺠健康保険証兼⾼齢受給者
証

  →各種認定証をお持ちの⽅ ・・・・・・・・ → 認定住所の変更
①旧住所の限度額適⽤認定証
②旧住所の限度額適⽤証
③標準負担額減額認定証
④旧住所の特定疾病療養受療証など

75歳以上の⽅
または65歳以上で後期⾼齢者医療制度に加⼊している⽅ 新しい後期⾼齢者医療保険証の交付 旧住所の後期⾼齢者医療保険証

  →各種認定証をお持ちの⽅ ・・・・・・・・ → 新しい認定証の交付
①旧住所の限度額適⽤・標準負担額
 減額認定証
②旧住所の特定疾病療養受療証など

年⾦を受給中の⽅ 年⾦の住所変更
※共済年⾦の⽅は共済組合へ

※住⺠票コードが「未収録」の⽅は
 窓⼝にてご相談ください。

※各種保険証・受給者証・認定証等は、後⽇郵送となる場合があります。

介護保険証をお持ちの⽅
(65歳以上または要介護認定を受けている⽅)

介護保険証の住所変更
保険証を回収し、後⽇新しいものを郵送します。 介護保険証等

地域包括ケア課★
(ハートピア古川)
☎ 0577-73-6233

障がい者⼿帳をお持ちの⽅ 各種⼿帳の住所変更
①⾝体障害者⼿帳
②療育⼿帳
③精神障害者保健福祉⼿帳など

総合福祉課 ★
(ハートピア古川)
☎ 0577-73-7483

特別児童扶養⼿当を受給している⽅ 特別児童扶養⼿当の住所変更 ※受付窓⼝でご相談ください。

重度⼼⾝障がい者の医療費受給資格をお持ちの⽅ 福祉医療費受給者証の住所変更 福祉医療費受給者証
→（交付されている⽅）

市⺠保健課 ★
(本庁舎1階)
☎ 0577-73-7464

↑家族介護⼿当が対象外になる場合あります

⼩学⽣・中学⽣のお⼦さんがいて、通学区域が変わる⽅ 転校⼿続き ー
学校教育課
(⻄庁舎2階)
☎ 0577-73-7494

児童⼿当を受給している⽅
（0歳〜中学⽣） ※⼿続きは必要ありません

⼦どもの健康保険証
 （⼦どもと別居しているとき）

市⺠保健課 ★
(本庁舎1階)
☎ 0577-73-7464

児童⼿当を受給していて、児童と異なる 
住所に住む⽅ 

別居監護の申⽴ 
※同⽉中に同居になる場合は不要 

福祉医療費受給者証をお持ちの⽅
（0歳〜中学⽣） 福祉医療費受給者証の住所変更 福祉医療費受給者証

保育園に⼊園しているお⼦さんがいる⽅ 住所変更 ー ⼦育て応援課 ★
(ハートピア古川)
☎ 0577-73-2458ひとり親家庭等に該当している⽅

※世帯構成に変更がある⽅は、
別に⼿続きが必要になる場合があります

児童扶養⼿当の住所変更 ※受付窓⼝でご相談ください

福祉医療費受給者証の住所変更 福祉医療費受給者証 市⺠保健課 ★
(本庁舎1階)
☎ 0577-73-7464重度⼼⾝障がい者の医療費受給資格をお持ちの⽅ 福祉医療費受給者証の住所変更 福祉医療費受給者証

上下⽔道を使⽤する⽅、または使⽤をやめる⽅ ⽔道・下⽔道等異動申請書（兼届出書） ①本⼈確認書類 ⽔道課  ★
(⻄庁舎3階)
☎ 0577-73-7484

税や料等の納付について相談される⽅ 納付相談 ー
税務課   ★
（本庁舎1階）
☎ 0577-73-3742

建築住宅課 ★
(⻄庁舎3階)
☎ 0577-73-0153

ー
危機管理課 ★
（本庁舎2階）
☎ 0577-62-8902

環境課 ★
(⻄庁舎3階)
☎ 0577-73-7482

保険証の回収は市⺠保
健課で可能です

※同意書や認印が必要な場合があります。

  ※公務員世帯の⽅は勤務先へ申請してくだ
  さい。

※場合によって再開栓⼿数料が必要です

※⼊居者が増減する場合は必ず届出が必要
 です。
※受付窓⼝にてご相談ください。

※お住まいの⾃治区により
 ごみの出し⽅が異なります。
①鑑札
②狂⽝病予防注射済票

税
・
料
⾦

⾶驒市ホームページ https://www.city.hida.gifu.jp/



⼿続きチェックシート

転居⾶驒市内で引越しされる⽅へ


